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睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
の
属
邦
律
を
め
ぐ
っ
て

工

藤

一克

男

ま

え

が

き

一
秦
の
属
邦
と
道

二
前
漢
に
み
ら
れ
る
属
図
の
形
成

三
後
漢
に
み
ら
れ
る
廃
園
と
道

四
秦
衡
の
属
邦
と
臣
邦
輿
戎
君
長

む

す

ぴ
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ま

ト
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ヵ1

き

さ
き
に
わ
た
し
は
、
近
時
出
土
の
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
(
以
下
秦
衡
と
略
す
〉
を
主
な
史
料
と
し
て
、
戦
園
秦
に
お
け
る
耕
戦
制
度
下
の
鯨
の
性

〈

1
)

格
を
内
史
と
の
関
聯
で
考
察
し
、
つ
い
で
春
秋
以
来
の
奮
邑
や
職
圏
中
期
の
一
一商
鞍
襲
法
の
軍
功
褒
賞
制
に
よ
っ
て
封
建
さ
れ
た
列
侯
の
封
邑

(
2

)
 

を
、
中
央
政
府
が
都
官
の
制
を
布
く
こ
と
に
よ
っ
て
郡
鯨
制
の
な
か
へ
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
過
程
を
論
誼
し
た
。

(
3
)
 

と
こ
ろ
で
秦
は
、
春
秋
時
代
の
謬
公
の
と
き
周
遁
の
異
民
族
を
制
座
し
て
「
西
戎
に
覇
た
り
」
と
稽
さ
れ
、
そ
の
ご
戟
園
時
代
の
恵
文
王
の

と
き
有
名
な
巴
萄
経
略
を
お
こ
な
い
、
そ
の
開
設
と
経
営
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
豊
か
な
富
が
、
六
園
統
一
に
大
き
く
寄
興
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
け
っ
か
秦
は
多
く
の
異
民
族
を
内
部
に
抱
え
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
異
民
族
を
ど
の
よ
う



に
治
め
て
ゆ
く
か
が
重
要
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
巳
相
違
な
い
が
、
そ
れ
に
閲
す
る
史
料
は
少
な
く
、

寅
態
は
ほ
と
ん
ど
空
白
で
あ
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(

4

)
 

し
か
し
率
い
に
秦
衡
の
な
か
に
属
邦
律
と
い
う
異
民
族
居
住
匿
に
閲
す
る
律
文
が
み
え
る
の
で
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、

の
異
民
族
支
配
の
構
造
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

わ
た
し
は
秦

一
秦
の
属
邦
と
道

問
題
の
属
邦
律
は

道
官
の
隷
臣
妾
・
一牧
人
を
相
轍
す
に
は
、
必
ず
そ
の
己
に
菓
せ
し
年
月
日
、
衣
を
受
け
し
か
未
だ
受
け
ざ
る
か
、
妻
有
り
や
有
る
勢
し

(
5〕

属
邦

ゃ
、
を
署
せ
。
受
け
し
者
に
は
律
を
以
て
繍
け
て
之
を
食
衣
せ
し
め
よ
。

の
ご
と
く
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
律
が
適
用
さ
れ
る
属
邦
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
文
中
に
み
え
る
道
官
の
道
に
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つ
い
て
樟
文
注
樺
者
は
「
少
数
民
族
の
集
居
し
て
い
る
購
」
と
注
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
層
邦
に
つ
い
て
み
る
に
、
そ
の
名
は
「
呂
不
意
文
」
・
「
呂
不
意
詔
事
文
」
・
「
呂
不
章
戟
」
等
々
と
呼
ば
れ
て
い
る
戟
園
秦
の
金
文
史
料

の
な
か
に
み
え
る
。
そ
の
器
銘
の
拓
片
は
、
劉
心
源
『
奇
飢
室
士
ロ金
文
述
』
(
一

0
・
二
九
〉
・
郷
安
『
周
金
文
存
』
(
六
・
一
〉
・
陳
介
棋
『
箪
費

吉
金
録
』
(
四
・
一
二
〉
・
劉
鎧
智
『
善
驚
吉
金
録
』
(
古
兵
上
三
七
)
・
同
『
小
枝
鰹
閣
金
文
拓
本
』
(
一

0
・
五
九
・
一
〉
・
羅
振
玉
『
三
代
士
ロ
金
文

存
』
〈
ニ

0
・
二
八
・
二
)
・
同
『
秦
金
石
刻
辞
』
〈
上
)
・
郭
沫
若
『
金
文
績
致
』
〈
ニ
・
四
一
〉
・
同
『
金
文
叢
致
』
(
四
一
九
〉
・
容
庚
『
秦
金
文
鋒
』

(
一
一
一
)
等
々
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
劉
心
源
の
樟
文
に
よ
る
と
、
そ
の
銘
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
正
面
)
五
年
相
邦
呂
不
章
造

詔
吏
園
丞
議
工
寅
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(
背
面
〉
同
到
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〈
叉
刻
)

腐
邦

こ
の
文
(
以
下
「
五
年
文
」
と
仮
稽
)
の
出
土
欽
況
は
定
か
で
な
い
が
、
一
九
七
六
年
八
月
六
日
、
快
西
省
三
原
牒
附
近
か
ら
こ
れ
と
酷
似
し
た

(
6〉

銘
文
を
も
っ
支
が
出
土
し
た
。
報
告
者
の
李
仲
操
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
銘
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
正
面
〉
八
年
相
邦
目

不
意
造
詔
事

闇
丞
議
工
費

(
背
面
〉
制
剖

(
又
刻
)
属
邦

こ
の
新
出
土
の
え
は
「
五
年
文
」
の
信
滋
性
を
決
定
す
る
と
同
時
に
、
戦
園
末
の
秦
に
属
邦
が
寅
在
し
た
こ
と
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
。

「
五
年
文
」
に
み
え
る
属
邦
に
閲
し
て
、
劉
心
源
は

- 62ー

漢
初
、
秦
制
を
承
け
て
相
園
を
置
く
。
而
る
に
此
の
支
は
相
邦
と
僻
す
。

漢
に
典
麗
園
有
り
。
市
る
に
此
の
文
は
属
邦
と
僻
す
。

蓋
し
高

組
の
詩
を
避
け
改
め
、
後
に
迭
に
園
を
用
い
て
邦
を
用
い
ざ
り
し
な
ら
ん
。

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
『
漢
書
』
巻
一
九
百
官
公
卿
表
(
以
下
、
百
官
表
と
略
す
〉
の
奥
底
園
の
僚
を
み
て
み
る
と
、

典
属
園
は
、
秦
官
、
壁
夷
の
降
者
を
掌
る
。
武
一
帝
の
元
狩
三
年
、
昆
邪
王
の
降
る
と
き
、
復
た
属
園
を
増
し
、
都
尉
・
丞
・
侯
・
千
人
を

置
く
。
属
官
に
九
詩
令
あ
り
。
成
一帝
の
河
卒
元
年
、
省
き
て
、
大
鴻
櫨
に
井
す
。

と
あ
り
、
秦
で
は
投
降
し
て
き
た
異
民
族
を
層
圏
に
居
住
さ
せ
、
そ
れ
を
中
央
の
典
麗
園
に
掌
ら
せ
た
と
い
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

秦
で
は
正
確
に
は
典
麗
邦
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

泰
代
の
属
邦
・
典
属
邦
に
闘
す
る
史
料
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

つ
い
で
道
に
つ
い
て
み
る
に
、
同
じ
く
百
官
表
に



(
7
v
 

列
侯
の
食
む
所
の
鯨
を
圏
と
日
い
、
皇
太
后
・
皇
后
・
公
主
の
食
む
所
を
邑
と
日
い
、
‘盛
夷
有
る
を
道
と
日
う
。

と
あ
り
、
異
民
族
の
居
住
し
て
い
る
蘇
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
き
の
樟
文
注
調
梓
者
の
在
も
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

(
8
)
 

の
ほ
か
衛
宏
の
『
漢
奮
儀
』
巻
下
に

内
郡
を
鯨
と
震
し
、
三
過
を
道
と
震
し
、
皇
后
・
太
子
・

公
主
の
食
む
所
を
ロ
巴
と
矯
す。

と
あ
る
。
こ
の
三
遁
と
は
何
の
一こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
記
』
巻
二
五
律
書
に

宣
同
組
、
天
下
を
有
ち
、
三
連
、
外
に
畔
す
。
(
下
略
)

と
あ
り
、
『
史
記
曾
注
考
誼
』
所
引
の
沈
家
本
は
、
省
略
し
た
部
分
の
下
文
を
検
討
し
て
、

こ
の
三
漣
と
は
南
の
南
越
・
北
の
旬
奴
・
東
の
靭

鮮
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
『
後
漢
書
』
巻
八
霊
帯
紀

・
蕪
卒
六
年
の
僚
に

鮮
卑
、
三
遣
に
冠
す
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
李
賢
は

東
・
西
と
北
漫
と
を
調
う
な
り
。
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と
注
し
、
胡
三
省
も
『
逼
鑑
』
に
お
い
て
同
僚
に

鮮
卑
強
盛
に
し
て
、
東
・
西
・
北
の
三
迭
は
皆
冠
を
被
る
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
の
李
・
胡
二
注
は
漢
一
一
帝
園
の
東
・
西
・
北
迭
を
三
漫
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
漫
を
南
越
・
旬
奴
・
朝
鮮
と
解
す
る
沈
説
、
お
よ
び
漢
一一帝
園
の
東

・
西
・
北
迭
と
解
す
る
李

・
胡
読
は
、
各
本
文
に
即
し
た
解
韓
と
し
て

は
い
づ
れ
も
安
嘗
と
思
わ
れ
る
が
、
『
漢
嘗
儀
』
の
一
一
一
法
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
『
漢
蓄
儀
』
で
は
内
郡
と
鯨
、

三
逼
と
道
と

が
そ
れ
ぞ
れ
劃
比
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
衛
宏
は
三
遁
を
遁
郡
の
意
に
使
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は
『
繍
漢
書
』

(

9

)
 

百
官
志
(
以
下
、
百
官
志
と
略
す
〉
所
引
の
麿
勧
の
『
漢
官
(
儀
〉
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
百
官
表
の
道
の
文
と
重
ね
て
み
る

と
、
連
郡
の
豚
を
道
と
稽
し
、
そ
こ
は
異
民
族
の
特
別
行
政
匡
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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言
コ
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地
理
志
一
郡
園
志

一、25
一
所
属
郡
名
所
属
郡
名

雇

道

一
左
鴻
朝
一

夷

道

一

南

郡

一

南

郡
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道

一
一
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陵
郡
一

零
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郡

語

道

一
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一

と
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忌
遁
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一
旗
漢
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図

剛

忌
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と
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選
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郡
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一
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郡
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鶴
郡

一
故
道
一
武
都
郡
一
武
都
郡

一
卒
繁
道
一
と

一
嘉
陵
道
一

と

一
循
成
遁
一
と

一
下
緋
道
一
と

一
欽
道
一
間
西
郡

一
忌
道
一
と

一
予
道
一
と

一

発

遣

と

戎
巴
道
一
天
水
郡

一
服
諸
道
一
ヒ

略
陽
道

猿

遁
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間武
と西都

郡郡

武
都
郡

ミ=

漢
陽
郡

t 

(
ω
)
(
U〉
(

ロ

〉

(
m
U〉

こ
の
道
制
の
開
始
に
つ
い
て
、
師
道
元
・
杜
佑
・
築
史

・
胡
三
省
ら
は
漢
制
と
し、

(
日
〉

(
凶
)

で
は
殿
耕
墓
7
久
村
因
商
氏
が
秦
制
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
。

(
U
)
 

司
馬
彪
そ
し
て
最
近

と
く
に
久
村
氏
は
、

地
理
志
の
な
か
か
ら
道

「地理志」にみえる道。久村氏作表。ただし一部改める。

字
の
つ
く
鯨
名
を
三

O
例
検
出
し
、
そ
れ
を
『
繍
漢
書』

郡
園
志
(
以
下
、
郡
園
志
と
略
す
)
と
割
腹
さ
せ
(
表

(
げ
〉

1
て
さ
ら
に
地
理
志
以
外
か
ら
も
五
例
検
出
し
、
そ
れ
ら
の
道
の
分
布
が
大
部
分
現
在
の
陳
西

・
甘
粛
・

四
川
の
三
省
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

道
は
そ
れ
ら
の
地
域
を
支
配
下
に
入
れ
て
い
た
戦
園
時

代
の
秦
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
論
誼
さ
れ
た
。
ま
た
遁
は
、
秦
簡
の
な
か
で
前
引
の
属
邦
律
以
外
に
も
「
語

書
」
の
冒
頭
に

つ

(

時

)

(
秦
王
政
の
)
廿
年
四
月
丙
成
朔
丁
亥
、
南
郡
守
騰
、
廓
・
這
の
立国
夫
に
謂
ぐ
。
.

と
み
え
、
こ
れ
に
よ
る
と
道
の
長
吏
を
道
音
夫
と
稽
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
地
理
志
に
徴
し

- 64一

て
み
る
と
、
南
郡
の
属
豚
の
一
つ

に
夷
遁
の
名
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
道
制
の
開
始
は
戟
園
秦

(ω
)
 

に
求
め
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
秦
簡
の
出
土
後
、
耕
{
子
寮
氏
も
そ
の
よ
う
に
認
め
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ

っ
て
、
層
邦
も
道
も
秦
代
に
存
在
し
、
そ
の
い
づ
れ
も
異
民
族
の
特
別
居
住
区
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
こ
の
雨
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
秦
代
に
お
け
る
層
邦
と
遁
の
関
係
を
直
接
検
討
す
る
に
は
史
料
的
に
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
多

少
迂
遠
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
史
料
の
豊
富
な
漢
代
の
場
合
を
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秦

代
へ
の
手
が
か
り
を
掴
み
た
い
と
思
う
。

前
漢
に
み
ら
れ
る
層
圏
の
形
成

表 1

前
漢
の
層
圏
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
轡
四
八
買
誼
俸
所
載
の
か
れ
の
上
疏
文
に
、



薦
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
が
典
層
圏
と
な
っ
た
こ
と
は
史
料
に
み
え
な
い
。

こ
の
官
に
つ
い
た
者
の
名
が
始
め
て
み
え
る
の
は
、
『
史
記
』
巻
一

O
孝
文
本
紀
の
後
七
年
の
僚
の
、
文
一帝
の
遺
詔
の
な
か
に
お
い
て
で
あ

;iZE;i 
長上 北安
?少 とと地定
園郡 郡郡

上

郡

長
沙
郡

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

:
:
陛
下
は
何
ぞ
試
み
に
臣
を
以
て
層
圏
之
官
と
魚
し
、
以
て
旬
奴
を
主
ら
し
め
ざ
ら
ん
や
。

(
却
〉

と
あ
る
の
が
そ
の
初
見
で
あ
る
。
こ
の
属
国
之
官
を
小
竹
武
夫
氏
は
腐
園
都
尉
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ

(
幻
)

れ
は
誤
り
で
あ
る
。
属
園
都
尉
は
武
一
帝
の
元
狩
年
聞
に
置
か
れ
た
も
の
で
、

買
誼
の
事
え
た
文
帝
の
時
代
に

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
典
麗
園
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
買
誼
の
自

は
ま
だ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

中
尉
盟
夫
を
し
て
草
騎
鵜
軍
と
漏
り
、
'
属
国
惇
を
し
て
賂
屯
将
軍
と
魚
り
、
郎
中
令
武
を
し
て
復
土
将
軍
と
震
ら
し
め
よ
。

と
あ
り
、
こ
の
属
園
惇
の
属
閣
に
つ
い
て
『
集
解
』
は
百
官
表
の
典
属
国
を
注
引
し
、
ま
た
惇
に
つ
い
て
『
考
謹
』

は
同
書
巻
二
二
漢
興
以
来

勝
相
名
臣
年
表
に
み
え
'る
松
弦
一
侯
徐
腐
の
子
惇
Lι

指
摘
し
て
い
る
。
い
づ
れ
も
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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〈

n〉

こ
の
徐
惇
を
筆
頭
に
そ
の
ご
典
属
園
に
つ
い
た
者
を
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
な
か
か
ら
捜
し
て
み
る
と
、

次
の
景
帝
の
と
き
の
公
孫
昆
邪、

(お
)

(

鈍
)

(

お

〉

(

お
〉

昭
一
一
帝
か
ら
宣
菅
の
と
き
に
か
け
て
の
蘇
武
、
F

宣
一
帝
の
と
き
の
楊
語、

宣
一
帝
一
か
ら
元
一
帝
一
の
と
き
に
か
け
て
の
常
恵
、
元
一
帝
の
と
き
の
宮崎奉
世
等
々

の
名
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、

か
れ
ら
が
掌
っ
た
層
圏
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
の
元
狩
二
年
の
僚
に

秋
、
旬
奴
の
昆
郡
王
~
休
屠
王
を
殺
し
、
其
の
棟
を
井
鰐
L
四
首
円
絵
人
を
合
せ
て
来
降
す
。
五
層
圏
を
置
き
以
て
之
に
慮
ら
し
む
。

こ
と
が
わ
か
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
さ
き
の
百
官
表
に
お
い
て
投
降
し
て
き
た
旬
奴
の
昆
邪
王
の
率
い
る
部
族
民
は
、

五
属
園
に
居
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た

(
幻

〉

〈

お

〕

こ
の
五
属
園
の
位
置
に
つ
い
て
、
杜
佑
は
安
定
・
上
郡
・
天
水
・
張
披
・
五
原
と
し
川
徐
天
麟
は
地
理
志
に
そ
の
治
所
が
寵
さ
れ
て
い
る
安

〈

m
m
)

(

m剖
)

定
・
上
郡
・
天
一水
・
西
河
ν

五
原
層
圏
と
し
、
張
守
閣
・
胡
三
省
は
臨
西
・
北
地
・
上
郡

・
朔
方
・

雲
中
と
し
、
周
書
昌
は
安
定

・
天
水
・
上

065 



66 

郡
・
西
河
・
五
原
と
し
て
い
る
。

(
幻
〉

こ
の
問
題
を
専
論
さ
れ
た
手
塚
隆
義
氏
は
、

〈

沼

)

五
厩
園
の
う
ち
朔
方

・
五
原

・
雲
中

・
上
郡
の
四
つ
ま
で
論
定
さ
れ
た
。
鎌
田
重
雄
氏
は
こ
の

手
塚
読
を
再
倹
討
し
、
そ
の
け
っ
か
右
の
四
腐
園
に
、
手
塚
氏
自
身
は
否
定
さ
れ
た
張
披
を
復
活
さ
せ
、
こ
れ
を
加
え
て
五
層
圏
と
す
べ
き
こ

と
を
論
誼
さ
れ
て
い
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
属
園
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
塚
氏
に
よ
る
と

こ
の
五
腐
園
の
形
成
過
程
と
そ
の
性
格
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
一帝一
の
と
き
、
と
く
に
塞
去
病
の
活
躍
で
河
南
の
地
は

漢
の
領
有
に
蹄
し
、
見
邪
王
の
投
降
に
よ
っ
て
多
数
の
旬
奴
人
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
に
自
給
さ
せ
、
か

っ
他
の
旬
奴

の
侵
入
に
た
い
し
て
そ
の
防
衛
に
あ
た
ら
せ
る
と
い
う
一
石
二
鳥
の
目
的
で
五
属
園
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
層
圏
は
す
で
に
高
祖
の
と
き
か
ら

置
か
れ
、
奥
田胸囲
が
こ
れ
を
組
括
し
て
い
た
が
、
五
属
園
の
設
置
を
契
機
に
属
園
都
尉
が
置
か
れ
、
投
降
胡
人
は
そ
の
下
に
固
有
の
組
織
を
保

と
こ
ろ
が
、

前
漢
で
は
こ
の
よ
う
な
属
圏
の
設
置
と
併
行
し
て
、
遁
境
の
異
民
族
居
住
地
帯
に
し
ば
し
ば
直
接
郡
を
開
置
し
て
い
る
。
例
え

- 66-

っ
た
ま
ま
集
園
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
手
塚
氏
の
所
論
は
鎌
田
氏
に
よ

っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る。

ば
『
史
記
』
巻
一
一
六
西
南
夷
列
俸
に
よ
る
と
、
武
一
帝
の
と
き
、
夜
郎
を
中
心
に
艇
矯
郡
、
且
蘭
・
頭
蘭
等
の
地
に
鮮
阿
郡
、
布
の
地
に
越
組
問

郡
、
俸
の
地
に
沈
繋
郡
、
持
馳
の
地
に
技
山
郡
、
白
馬
の
地
に
武
都
郡
が
置
か
れ
、
ま
た
内
属
し
て
き
た
損
王
の
地
に
盆
州
郡
が
置
か
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
没
郡
を
地
理
志
に
よ
っ
て
み
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
武
帝
の
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
武
一
帝
時
代
の
盛
ん
な
封
外
準

出
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
領
け
る
け
れ
ど
も
、
で
は
な
ぜ
同
じ
武
一
帝
の
と
き
こ
の
よ
う
な
使
い
わ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
右
に
あ
げ
た
西
南
夷
の
居
住
地
帯
に
お
け
る
漫
都
の
開
置
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
例
え
ば
特
の
地
に
開
置
さ
れ
た
沈
繋
郡
に
つ
い
て
、
『
後
漢
書
』
巻
八
六
南
蟹
西
南
夷
列
俸
に

世
作
都
夷
な
る
者
は
、
武
帝
の
聞
け
る
所
に
し
て
、
以
て
存
都
鯨
と
帰
す
O
i
-
-
-
元
鼎
六
年
、
以
て
沈
察
郡
と
篤
す
。
天
漢
四
年
に
至
り
、
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萄
に
井
せ
て
西
部
と
鴬
し
、
雨
都
尉
を
置
き
、

一
一
は
龍
牛
に
居
り
て
徴
外
の
夷
を
主
り
、

一
は
青

衣
に
居
り
て
漢
人
を
主
る
。

と
あ
る
。

一世
作
都
夷
と
は
符
〈
古
作
〉
の
地
に
回
怖
を
置
い
て
存
都
鯨
と
し
た
こ
と
か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

(お
)

っ
た
種
族
名
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
存
都
鯨
を
中
心
に
武
一
一
帝
の
元
鼎
六
年
(
前

二
一
〉
沈
察
郡
が
開
置

さ
れ
、
天
漢
四
年
(
前
九
七
)
に
鹿
止
さ
れ
る
と
、
こ
の
地
の
支
配
は
二
人
の
萄
郡
西
部
都
尉
に
移
管

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
『
三
園
士
山
』
説
書
三

0
・
東
夷
俸
の
東
沃
温
の
僚
に
も

漢
武
元
封
二
年
、
朝
鮮
を
伐
ち
て
浦
の
孫
右
渠
を
殺
し
、
其
の
地
を
分
ち
て
四
郡
と
矯
し
、
沃
温

城
を
以
て
玄
菟
郡
と
潟
す
。
:
・
:
沃
温
法
た
柴
浪
に
属
す
。
漢
、
土
地
の
贋
遠
に
し
て
皐
皐
大
嶺

の
東
に
在
る
を
以
て
、
分
ち
て
東
部
都
尉
を
置
き
、
不
耐
城
に
治
し
、
領
東
の
七
豚
を
別
主
せ
し

- 67ー

む

と
あ
り
、
武
一
帝
の
元
封
二
年
(
前
一

O
九
〉
衛
氏
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
て
そ
の
地
に
四
郡
を
開
置
し
た
の
も
、

牢
島
北
部
の
日
本
海
側
に
面
し
た
七
回
脚
を
繁
浪
郡
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
ら
を
築
浪
東
部
都
尉
に
移
管
し

ハ
斜
)

て
い
る
。

こ
の
二
例
は
、
謹
郡
に
お
け
る
異
民
族
の
支
配
は
ま
も
な
く
部
都
尉
に
移
管
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

-こ
と
を
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
た
め
前
漢
の
漫
郡
と
部
都
尉
と
の
闘
係
を
巌
耕
望
氏
の
作
成
さ
れ

(お〉

た
「
雨
漢
漣
郡
諸
都
尉
表
片
の
な
か
か
ら
抜
き
だ
し
て
み
る
と
(
表
2
)
、
前
漢
に
設
置
さ
れ
た
二
五
の

(
田
山
〉

漣
郡
の
う
ち
ほ
ぼ
半
数
の
一
二
郡
に
部
都
尉
の
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
部
都
尉

(

幻

)

に
つ
い
て
鎌
田
氏
は
「
漢
の
郡
制
下
に
新
ら
し
く
入
っ
た
蟹
夷
居
住
地
域
に
置
か
れ
た
も
の
」
で
、

「
遁
郡
蟹
夷
の
多
く
居
住
す
る
地
域
に
数
豚
を
領
し
て
治
民
と
軍
事
の
南
方
面
を
管
掌
し
、
或
は
蟹
夷
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の
懐
柔
に
つ
と
め
、
或
は
そ
の
叛
飽
・
侵
冠
を
防
禦
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
都
尉
に
よ
る
異
民
族
支

配
の
原
型
と
推
定
さ
れ
る
の
が
、
次
の
『
史
記
』
西
南
夷
列
停
の
文
な
の
で
あ
る
。

萄
人
の
司
馬
相
如
も
亦
言
う
「
民
夷l
q明
ぺ
桝
叫
州
制
剖
劃
引
司
U
叫
討
。
栢
如
を
し
て
郎
中
将
を
以
て
往
き
て
鳴
さ
し
む
。
皆
南
夷
の

ロ

)1
1
1
1
1
l
il
i
-
--
-
1
1
1
1
1
1
1
1
(鈴
〉

如
く
す
。
震
に
一
都
尉
・
十
徐
豚
を
置
き
、
費
に
属
す
。

こ
れ
は
武
一
帝
一
の
と
き
唐
蒙
が
南
夷
の
夜
郎
の
地
に
健
震
都
を
開
置
し
た
と
い
う
漢
の
西
南
夷
地
方
へ
の
準
出
を
背
景
に
、
司
馬
相
如
が
西
夷
の

ヰ
・
維
の
地
に
郡
を
開
置
す
べ
き
こ
と
を
進
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
武
帝
は
元
光
二
年
(
前
二
三
一
一
)
ご
ろ
相
如
を
巴
萄
へ
遣
わ
し
、

そ
の
遁
使
報
告
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
地
に
ご
都
尉
・
十
徐
豚
」
を
置
き
、
そ
れ
を
萄
郡
に
附
属
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
数
年
後
、
西
南
夷

(
州

出

)

の
反
叛
が
絶
え
な
い
こ
と
、
お
よ
び
旬
奴
針
策
の
ほ
う
が
緊
急
を
要
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
公
孫
弘
の
準
言
に
従
っ
て

(必
)

上
、
西
夷
を
罷
め
、
濁
り
南
夷
の
夜
郎
に
南
鯨

・一

都
尉
を
置
き
、
梢
く
健
震
を
し
て
自
ら
夜
就
せ
し
む
。

こ
の
二
文
に
閲
し
て
久
村
氏
は
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。
西
夷
の
地
に
置
か
れ
た
「
一
都
尉
・
十
絵
師
」
す
な
わ
ち
都
尉
が
異
民
族

- 68ー

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

の
居
住
す
る
一

O
飴
腕
を
支
配
す
る
瞳
制
は
、
西
夷
遁
工
事
の
停
止
と
と
も
に
慶
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
南
夷
に
置
か
れ
た
一
都
尉

・
敷
豚

は
、
は
や
く
か
ら
南
夷
道
工
事
が
進
行
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
工
事
を
停
止
し
て
も
全
慶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
都
尉
が
二
回
腕
を
支
配
す

(
川
出
〉

る
程
度
と
し
て
残
存
し
、
そ
の
成
就
は
曜
篤
郡
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
、
と
。

た
し
か
に
、

西
南
夷
地
方
に
お
こ
な
わ
れ
た
都
尉
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
異
民
族
支
配
の
貫
態
は
、
久
村
氏
の
読
か
れ
る
通
り
で
あ
っ
た
か
も

(

必

)

し
か
し
鎌
田
氏
も
こ
れ
を
「
部
都
尉
の
初
期
の
姿
を
示
す
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
支
配
形
式

し
れ
な
い
。

か
ら
い
っ
て
の
ち
に
部
都
尉
制
へ
承
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
注
目
す
べ
き
政
策
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

〈
必

)

そ
の
た
め
、
右
の
傍
線
の
部
分
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
仰
の
「
西
夷
の
布
・
符
」
の
う
ち
ヰ
の
地
に
は
元
鼎
六
年
に
越
僅
郡
を
置
い
て
い



る
の
で
、
仲
の
記
述
は
特
の
地
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の

「
一
都
尉
・
十
徐
鯨
を
置
き
て
、
萄
に
属
ν
」
し
た
と

い
う
の
は
、
沈
禦
郡
開
置
以
前
の
符
夷
に
た
い
す
る
支
配
方
式
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
引
の
南
蟹
西
南
夷
列
俸
に
よ
れ
ば
、
沈
禦

郡
は
そ
の
ご
麿
さ
れ
、
か
わ
っ
て
萄
郡
西
部
都
尉
が
符
夷
を
管
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
都
尉
に
よ
る
支
配
か
ら
部
都

尉
制
へ
一の
継
承
関
係
を
は
っ
き
り
讃
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
問
題
の
属
園
は
こ
の
部
都
尉
制
が
輔
身
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

郡
園
志
に
載
せ
ら
れ
た
後
漢
の
属
園
に

つ
い
て
み
て
み

る
と
、
康
漢
属
国
は
故
の
北
部
都
尉
、
萄
郡
層
圏
は
故
の
西
部
都
尉
、

一瞬
篤
層
圏
は
故
の
南
部
都
尉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
を
前
掲
表

2
と
重
ね
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う。

こ
れ
よ
り
、
五
層
圏
以
外
の
前
漢
の
層
圏
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
遁
郡
の
部
都
尉
か
ら
轄
身
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に

ー
都
尉
が
異
民
族
の
居
住
す
る
諸
鯨
を
支
配
す
る
佳
制
|
↓
部
都
尉
制
|
↓
層
圏
制

(
H

H

)
 

と
い
う
渡
展
段
階
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
都
尉
の
開
始
を
鎌
田
氏
は
、
武
一一帝の
時
代
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。

一わ
た
し
は
さ
ら
に
こ

の
護
展
段
階
そ
の
も
の
が
武
一
帝
の
封
外
進
出
の
過
程
で
順
次
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
層
圏
制
の
形
成
を
も
っ
で
完
成
し
た
と
考
え

る。
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
五
麗
園
の
も
つ
意
味
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
前
漢
の
異
民
族
支
配
の
あ
り
か
た
は
昆
邪
王
の
投

降
直
前
ま
で
は
ま
だ
部
都
尉
制
の
段
階
で
あ
り
、
そ
の
投
降
を
機
に
五
層
圏
が
設
置
さ
れ
る
と
属
圏
制
へ
切
り
か
え
ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
異

(必〉

民
族
支
配
の
中
心
も
従
来
の
典
層
圏
か
ら
属
園
都
尉
へ
移
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
し
か
に
文
一
帝
時
代
す
で
に
典
層
圏
は

置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
事
務
的
な
機
関
で
あ
り
、
武
一
一
帝
の
五
層
圏
設
置
以
前
に
も
層
圏
が
前
漢
に
あ
っ
た
と
積
め
る
百

(

M

W
)

(

円

引

)

官
表
の
記
事
や
、
高
租
以
来
属
園
は
あ
っ
た
と
す
る
手
塚
氏
の
見
解
は
は
な
は
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
前
漢
の
属
圏
は
具
睡
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
せ
い
ぜ
い
属
園
都
尉
の
治
所
が
知
ら
れ
る
程
度

(必〉
で
、
そ
の
ほ
か
の
詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
時
代
は
下
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
寅
瞳
を
後
漢
に
お
い
て

69 
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み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

後
漢
に
み
ら
れ
る
腐
園
と
道

後
漢
の
層
圏
と
し
て
郡
園
志
に
み
え
る
も
の
は
、
康
漢
・
萄
郡
・
鴨
魚
・
張
披
・
張
披
居
延
・
遼
東
そ
し
て
亀
蕊
属
園
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か

(必
)

に
厳
耕
草
氏
は
西
河
・
酒
泉
・
安
定
の
三

(
印
)

さ
ら
に
藤
田
至
善
氏
は
金

謂其車自主編『中園歴史地園集』第二五IJ-.秦・西漠・

東漠時期(地園出版社. 1982年〉をもとに作成。

〔虞漢郡〕

圃1属園の形成

〔健局郡〕

〔越楊郡〕

〔萄郡属園〕

層
圏
を
あ
げ
、

城
属
園
の
存
在
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
層
圏
、
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形

成
さ
れ
た
の
か
を
説
明
し
て
い
る
の
は
、

次
の
百
官
志
の
記
事
で
あ
る
。
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其
の
層
圏
の
都
尉
は
、
郡
よ
り
分
た

れ
し
離
遠
な
る
鯨
に
之
を
置
く
こ
と

や

や

郡
の
如
く
に
し
て
、
差
と
小
な
る
も

の
な
り
。
本
郡
の
名
を
置
く
。
:
・

層
圏
ご
と
に
都
尉

一
人
を
置
き
、
比

二
千
石
、
丞
一
人
あ
り
。

:
:
:
又
、

属
園
都
尉
を
置
き
、

盤
夷
の
降
者
を

主
ら
し
む
。

中
興
の
建
武
六
年
、
諸

郡
の
都
尉
を
省
き
、
職
を
太
守
に
井



せ
、
都
試
の
役
無
く
、
開
都
尉
を
省
き
、
唯
ヒ
漫
郡
の
み
往
往
に
し
て
都
尉
及
び
属
園
都
尉
を
置
き
、
梢
く
問
怖
を
分
ち
て
民
を
治
め
て
郡

に
比
す
る
こ
と
有
り
。

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
民
族
が
投
降
し
て
く
る
と
、
後
漢
政
府
は
そ
れ
ら
を
遁
郡
の
諸
鯨
に
居

住
さ
せ
た
こ
と
、
や
が
て
そ
の
諸
廓
を
本
郡
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
廃
園
と
し
て
再
編
し
、
そ
こ
へ
属
園
都
尉
を
波
遁
し
て
統
治
さ
せ
た
こ

と
、
層
圏
の
統
治
方
式
は
郡
に
倣
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
廃
園
は
本
郡
か
ら
分
離
し
た
の
ち
も
そ
の
本
郡
の
名
を
残
し
た
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
麗
閣
の
内
容
を
か
り
に
萄
郡
属
園
を
例
に
と

っ
て
圃
示
す
れ
ば
、
前
頁
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

門園
1
Y

こ
れ
よ
り
、

そ
し
て
こ
の
萄
郡
層
圏
の
形
成
過
程
を
具
瞳
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
次
の
『
後
漢
書
』

南
後
西
南
夷
列
俸
の
文
で
あ
る
。

和
帝
の
永
元
十
二
年
、
詫
牛
の
徴
外
の
白
狼
、
棲
薄
の
蟹
夷
の
王
唐
繕
等
、

迭
に
種
人
十
七
蔦
口
を
率
い
て
野
義
内
属
す
。
詔
し
て
金
印

紫
綬
を
賜
い
、
小
豪
の
銭
吊
に
各
ヒ
差
有
り
。
安
一
帝
の
永
初
元
年
、
萄
郡
の
三
裏
種
の
夷
、
徴
外
の
汗
桁
種
と
輿
に
兵
三
千
飴
人
を
井
せ

て
反
叛
し
、
軍
陵
城
を
攻
め
、
長
吏
を
殺
す
。
二
年
、
青
衣
道
夷
の
邑
長
の
令
田
、
徴
外
の
三
種
の
夷
三
十

一
高
ロ
と
輿
に
、
黄
金

・
箆
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牛
離
を
粛
し
、
土
を
奉
げ
て
内
属
す
。
安
一
帝
、
令
国
の
爵
競
を
増
し
て
奉
逼
邑
君
と
鴬
す
。
延
光
二
年
春
、
接
牛
夷
叛
し、

零
闘
を
攻
め

て
、
長
吏
を
殺
し
、
盆
州
刺
史
の
張
喬
、
西
部
都
尉
と
輿
に
撃
ち
て
之
を
破
る
。
是
に
於
て
分
ち
て
萄
郡
属
園
都
尉
を
置
く
σ

四
豚
を
領

す
る
こ
と
太
守
の
如
し
。
桓
一
帝
一
の
永
蕎
二
年
、
萄
郡
夷
叛
し
、
吏
民
を
殺
略
す
。

:
:
:
霊一
帝一
の
時
、
萄
郡
属
圏
を
以
て
漢
嘉
郡
と
矯
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
す
で
に
和
一
帝
の
こ
ろ
か
ら
西
南
夷
の
内
属
が
あ
り
、
ま
た
安
一
帝
一
の
と
き
に
三
嚢
種

プ
汗
桁
種
が
反
能
を
お
こ
す
な
ど
、
萄
郡

内
で
は
一
連
の
西
南
夷
の
塞
動
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
と
連
動
す
る
よ
う
に
し
て
青
衣
遁
夷
の
邑
長
令
田
は
、
徴
外
の
一
一
一
種
の
夷
三

一
高

表
3

藩
附
の
爵
競
と
郡
豚

・
諸
口
と
と
も
に
内
属
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
安
一一帝は
令
国
の
曾
競
を
増
し
て
奉
遁
邑
君
と

侯
王
・
列
侯
と
の
劉
麿
表

「
|
|
副
刊
I

l-

-
「
|
|
同
開
1

1
1
1

-

諸

侯

王

一

列

侯

一
回
夷
園
王
室
夜
王
一杯
開
喉
一
邑
君
一
邑
長

一E
E
E
-
-
-
-
z
u
Z
二
一
瞬
義
侯
一

E
Z
E
E

し
て
い
る
。
こ
の
場
倭
の
意
味
は
百
官
志
の
藩
附
の
僚
に

71 

四
夷
の
園
王
・
率
棟
王
・
野
義
侯
ょ
邑
君
・

邑
長
に
皆
丞
有
り
。
郡
勝
に
比
せ
ら
る
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
し
『
後
漢
書
』
巻
九

O
鮮
卑
列
俸
に
「
率
報
侯
」
と
い
う
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爵
稿
も
み
え
る
の
で
、
こ
れ
も
加
え
る
と
、
後
漢
に
お
け
る
藩
附
の
爵
競
と
圏
内
の
郡
儒
や
諸
侯
王
・
列
侯
と
の
封
麿
閥
係
は
、
前
頁
の
よ
う

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(
表
3
V
こ
れ
に
よ
る
と
、
ロ
巴
君
は
ロ
巴
長
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
令
田
自
身
は
お
そ
ら

く
そ
れ
以
前
に
部
衆
を
率
い
て
内
属
し
、
そ
の
た
め
青
衣
道
に
邑
長
と
し
て
封
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
違
い
な
く
、

そ
の
ご
徴
外
の
他
の
三
種
の

夷
を
内
属
さ
せ
た
功
に
よ
っ
て
、
そ
の
爵
践
が
す
ぐ
上
の
邑
君
へ
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
属
し
て
き
た
異
民

族
の
君
長
に
一
定
の
爵
披
を
あ
た
え
る
こ
と
は
、
前
漢
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
か
れ
ら
を
漢
朝
の
爵
制
秩

序
の
な
か
に
組
み
こ
む
意
固
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
漢
代
に
お
け
る
異
民
族
政
策
の
も
う
一
つ
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
ご
萄
郡
で
は
旋
牛
夷
の
叛
飢
が
あ
り
、
盆
州
刺
史
張
喬
は
萄
郡
西
部
都
尉
と
と
も
に
こ
れ
を
鎮
座
し
て
、
改
め
て
萄
郡
属
園
都
尉
を
置

き
、
こ
れ
に
萄
郡
か
ら
分
離
し
た
四
つ
の
漣
鯨
を
統
治
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
萄
郡
属
園
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
閲
し
て
郡
園

士
山
の
萄
郡
属
闘
の
候
所
引
の
劉
昭
は

故
、
西
部
都
尉
に
麗
し
、
(
安
一
帝
)
延
光
元
年
、
以
て
属
園
都
尉
と
魚
し
、
四
城
を
別
領
せ
し
む
。

-72一

と
記
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
萄
郡
廃
闘
を
構
成
す
る
四
鯨
と
は
、
郡
園
志
に
よ
る
と
漢
嘉
・
巌
道
・
徒
・
捷
牛
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
漢
嘉
と
は
後
漢
の

(
日
〉

順
一
帝
陽
嘉
二
年
(
=
三
ニ
〉
に
改
名
さ
れ
て
以
後
の
牒
名
で
、
そ
れ
ま
で
は
青
衣
道
で
あ
っ
て
、
古
く
は
戦
園
時
代
の
青
衣
莞
園
の
あ
っ
た
と

(

臼

〉

(

臼

〉

(臼〉

こ
ろ
ら
し
い
。
徒
も
が
ん
ら
い
西
南
夷
の
故
地
で
、
司
馬
相
如
の
経
略
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
厭
で
あ
る
。
詫
牛
も
や
は
り
旋
牛
道
に
も
作
り
、

特
夷
の
故
地
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
四
鯨
の
う
ち
三
勝
ま
で
が
道
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
四
豚
と
も
異
民
族
の
居
住
地
と
深
い
か
か

わ
り
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
属
園
設
置
の
所
以
を
裏
附
け
て
い
る
。

〈

日

)

そ
の
ご
の
萄
郡
層
圏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
桓
一
一
帝
の
永
書
二
年
(
一
五
六
〉
一
一
一
月
に
西
南
夷
の
反
叙
し
た
記
録
が
一

度
み
ら
れ
る
だ
け
で
、

(
田
山
〉

奇
と
し
て
消
息
は
つ
か
め
ず
、
や
が
て
霊
一
帝
末
年
に
萄
郡
属
闘
は
漢
嘉
郡
へ
昇
格
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
層
圏
か
ら
遁
郡
へ
の
昇
格
は
、

(
貯

)

さ
ら
に
そ
の
ほ
か
の
属
固
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
張
披
居
延
属
園
は
後
漢
末
に
西
海
郡
に
、



〈

時

)

(

印

〉

康
漢
属
圏
は
三
園
調
の
と
き
陰
卒
郡
に
、
鴨
居
周
層
圏
は
三
園
萄
の
と
き
朱
提
郡
に
そ
れ
ぞ
れ
樽
身
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
後
漢
の
属
閣
は
そ
の

異
民
族
支
配
が
あ
る
程
度
成
功
す
る
と
、
の
ち
に
漣
郡
へ
昇
格
さ
せ
る
議
定
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
層
圏
か
ら
溢
郡
へ
の

襲
遷
を
前
漢
ま
で
瀕
っ
て
表
に
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
ハ
表
4
V

こ
れ
ま
で
萄
郡
層
圏
の
形
成
過
程
を
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
け
っ
か
、
表
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
萄
郡
で
は
そ
の
異
民
族

支
配
の
部
分
が
前
漢
に
お
い
て
一
都
尉
十
儀
豚
|
↓
沈
禦
郡
1
l
v
萄
郡
西
部
都
尉
へ
と
護
展
し
、
後
漢
に
入

っ
て
さ
ら
に
萄
郡
園
周
囲
|
↓
漢
嘉

郡
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
層
圏
形
成
に
お
け
る
一
つ
の
典
型
で
あ
る
が
、
他
の
属
国
に
お
い
て
も
ほ

ぼ
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
形
成
、過
程
を
た
ど

l
-

っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
前
漢
の
典
属
園
は
秦
制
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
秦
代
に
属
邦
・
道
も
存
在
し
た
。
そ
れ
で
は
秦
代
で
は
ど
う
だ
つ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
更
め
て
秦
代
の
検
討
に
入
り
た
い
と
思
う
グ

V前

漢

後

漢

園

)内は治所。
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一一一一
'

T
陰
卒
郡

干
萄

-
郡

-

一

一

「

西

部

都

尉

(

箆

牛

〉

d

「
一
都
尉
十
徐
豚
|
沈
察
郡
↑

‘
-
}
|
|
1
萄
郡
廃
園
(漢
嘉
〔
故
車
問
衣
〕
)
|漠
嘉
郡
|
「
:
・

戸
西
部
都
尉
(
青
衣
〉
」

つ
副
劇
引
町
駅
配
釦
山
|
|
γ
朱
提
郡

寸
張
披
居
延
廃
園
(
居
延
)
1
|西
海
郡

l
ム
|
-•• 

庚
漢
郡
-「

北
部
都
尉
(
陰
卒
道
)

庚
漢
郡
(
絵
卒
道
)

鍵
居
同
郡

属園の襲遷

「
張
披
郡

「
居
延
都
尉

表4
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四

秦
僚
の
属
邦
と
臣
邦
員
戎
君
長

秦
衡
の
厨
邦
律
は
前
引
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
属
邦
と
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
臣
邦
の
名
が
秦
衡
に
み
え
る
。
そ
の
た
め
、
ま

ず
こ
の
臣
邦
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

臣
邦
は
秦
衡
の
「
法
律
答
問
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。

ω可
〈
何
)
を
か
暗
鬼
薪
護
足
と
謂
う
や
e

可
(
何
〉
を
か
贈
宮
と
調
う
や
。

-
臣
邦
員
戎
君
長
に
し
て
霞
上
造
以
上
に
嘗
り
、
罪
有
り

て

臆
に
首
る
者
な
り
。
其
の
重
盗
を
帰
し
た
る
も
の
は
、
噴
鬼
薪
霊
足
し
、
其
の
府
(
腐
)
罪
有
る
も
の
は
、

【履
】
宮
せ
し
む
。
其
の
官
の

(
印
)

罪
の
霊
盗
に
比
せ
ら
る
る
者
も
亦
、
此
の
如
く
す
。

ω臣
邦
の
人
の
、
其
の
主
長
に
安
ん
ぜ
ず
し
て
夏
を
去
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
許
す
勿
れ
。
可
(
何
)
を
か
夏
と
謂
う
や
。
秦
属
を
去
る
を

〈臼〉

是
れ
夏

【
を
去
る
】
と
謂
う
。

ゆ
員
臣
邦
君
公
に
罪
有
り
て
、
耐
罪
以
上
に
致
る
も
、
閣
せ
し
む
。

可

〈
何
〉
を
か
員
と
調
う
や
。
臣
邦
の
父
母
の
産
子
、

す
な
わ

な
り
(
臼
)

れ
た
る
も
の
を
而
ち
是
れ
員
と
謂
う
。

・
臣
邦
の
父
・
秦
母
の
謂
殴
。

及
び
官
邦
に
産

- 74ー

-
可
(
何
〉
を
か
夏
子
と
謂
う
や
。

ω者
(
諸
〉
侯
・
外
臣
邦
に
使
い
し
、
其
の
邦
徒
及
び
偽
吏
来
ら
ざ
る
と
も
、
坐
す
る
弗
し
。

・
可
(
何
〉
を
か
邦
徒

・
偽
使
〈
吏
〉
と
調
う

(臼〉

ゃ
。
徒
も
吏
も
興
に
借
使
い
に
し
て
私
舎
人
と
矯
さ
ず
。
是
れ
を
邦
徒
・
偽
使
〈
吏
〉
と
謂
う
。

-
可
〈
何
〉
を
か
後
子
と
調
う
や
。

〈臼〉

君
長
の
置
き
て
後
大
(
太
〉
子
と
帰
す
所
を
、
皆
、
後
子
と
信
用
す。

こ
れ
ら
の
臣
邦
の
用
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
@
た
ん
に
臣
邦
と
だ
け
あ
る
も
の
、

@
臣
邦
員
戎
君
長

・
員
臣
邦
君
公
な
ど
の
よ
う
に

「
員
」

ω撞
に
其
の
後
子
を
殺

・
刑
・
乾
せ
ば
、
之
を
獄
す
。

-
其
の
男
を
官
し
て
震
後
と
篤
し
、

及
び
臣
邦

字
の
つ
く
も
の
、
の
外
臣
邦
と
い
う
よ
う
に
「
外
」
字
の
つ
く
も
の
、

の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
と
く

に
異
民
族
と
関
聯
の
あ
り
そ
う
な
も
の
は
@
の
臣
邦
員
戎
君
長
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
一意
味
す
る
稽
競
な
の
で
あ
ろ
う



か。
こ
れ
を
解
明
す
る
重
要
な
鍵
は

ωの
「
員
」
に
闘
す
る
問
答
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
員
』
と
は
第
一
に
「
臣
邦
の
交
母
の
産
ん
だ
子
」

で
あ
り
、
第
二
に
「
官
邦
に
産
れ
た
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
文
中
に
お
い
て
臣
邦
は
官
邦
と
封
比
し
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

(

臼

)

官
邦
と
は
他
園
と
も
稽
し
、
他
園
と
は
自
園
に
た
い
す
る
他
園
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

-、，，d'
-w仇
M
F

王グ一臣

，G

一・一秦一故
一〆
1
L

、
一邦

圃

一

臣

怠
円

C

一

動

一

喋

分

一

団

身

「
の秦園2

b 

〔官邦〕
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a 

〔医邦〕

臣
邦
父一

一
|
|
員

臣
邦
母

臣
邦
と
は
他
固
に
た
い
す
る
自
園
〈
秦
)
人側
の
領
域
を
示
す
用
語
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
臣
邦
を
そ

の
ま
ま
秦
の
同
義
語
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
臣
邦
の
「
臣
」
は
直
属
し
て
い
る
吠
況
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
臣
邦
と
は
、
そ
の
字
義
か
ら
推
し
て
「
(
秦
に
〉
臣
属
し
て
い
る
邦
ハ
園
口
」

の
こ
と
、
す
な
わ
ち
秦
の
一
定
の
支
配
下
に
あ
る
園
の
意
に
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
員
」
の
第
一
の
定

義
は
「
秦
に
直
属
し
て
い
る
園
の
父
母
か
ら
生
れ
た
者
」
と
な
り
、
こ
れ
を
固
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る

-75 -

だ
ろ
う
(
園
2
a
〉
。
ま
た
『
員
」
の
第
二
の
定
義
は
、
秦
と
の
支
配
閥
係
に
な
い
他
国
の
父
母
か
ら
生
れ
た

者、
-と
一
躍
い
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
さ
い

ωの
「
法
律
答
問
」
は
と
う
ぜ
ん
そ
の
人
物
が
何
ら
か
の
理
由

で
秦
に
入
り
、
か
っ
定
住
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
巌
密
に

定
義
づ
け
る
と
「
父
母
と
も
他
園
人
で
、
そ
の
ご
秦
に
入
り
、

か
つ
定
住
し
て
い
る
者
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
固
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
(
園
2
b
y

で
は
、
こ
の
「
員
」
と
は
具
鐙
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
樟
文
注
蝿
拝
者

〈

館

山

)

は
「
純
粋
に
少
数
民
族
の
血
統
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
」
と
注
し
、
子
豪
亮
氏
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て

お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
臣
邦
も
官
邦
も
す
べ
て
異
民
族
の
園
と
な

っ
て
し
ま
い
、

な
ぜ
雨
者
が
匡

別

L
て
記
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
瞭
に
な
る
。
ま
た
秦
に
直
属
し
て
い
た
の
は
、
何
も
異
民
族
だ
け
で
は
な

L、。
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夏

「
員
」
と
規
定
さ
れ
る
ケ
I
ス
の
な
か
で
、
具
盟
例
を
も
っ
て
検
討
し
や
す
い
の
は
、

〈
園
2
b
〉
に
一
該
嘗
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
該
嘗
者
は
商
鞍

・
李
斯

・
ロロ不
章
な
ど
枚
穆
に
達
、が
な
い
け

そ
の
第
二
の
定
義

園3

れ
ど
も
、

か
れ
は
「
逐
客
令
」
に
反
駁
し
た
上
書
の
な
か
で
自
分
た

。

ち
他
園
出
身
の
官
吏
の
こ
と
を
く
り
か
え
し
「
客
」
と
稀
し
て
い
る
。
ま
た
「
逐
客
令
」
と
い
う
表
現
じ
た

と
く
に
李
斯
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

ぃ
、
か
れ
ら
に
た
い
す
る
王
室
側
の
見
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
園
2
b
の

一該
嘗
者
が
秦
園
の
位
舎
の
な
か
で
い
か
な
る
身
分
朕
態
に
あ
っ
た
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

か
れ
ら
は
秦
に
た
い
す
る
貢
献
度
と
は
か
か
わ
り
な
く
「
客
」
身
分
だ

っ
た
の
で
あ
り、

(

町

)

が
「
員
」

で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
法
制
的
表
現

こ
の
「
員
」
と
劃
栴
的
な
存
在
を
「
夏
子
」
と
い
う
ら
し
い
。
同
じ
く

ωの
「
法
律
答
問
」
に
よ
る
と
、
「
夏
子
」
と
は

母
の
謂
」
で
あ
る
。
こ
の
秦
母
と
は
臣
邦
の
父
に
た
い
す
る
稽
謂
で
あ
る
か
ら
、
故
秦
(
固
有
の
秦
土
)
の
母
親
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
聞
に

「
臣
邦
の
父

・
秦

-76ー

生
れ
た
者
は
「
夏
子
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
さ
い
、
そ
の
父
母

・
子
供
が
臣
邦
と
故
秦
の
い
づ
れ
に
居
住
し
て
い
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。
そ
こ
で

ωの
「
法
律
答
間
」
を
み
て
み
る
と
、

臣
邦
の
人
で
秦
属
(
秦
へ
の
鋳
腐
〉

を
去
る
こ
と
を
「
去
夏
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
固
に
示
す
と
右
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
(
図
3
V

「
夏
」
と
は
も
と
も
と
中
原
の
諸
園
を
指
し
、
夷
扶
と
劃
比
し
て
表
さ
れ
る
言

〈

m
w
)

葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
秦
で
も
自
ら
「
夏
」
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
上
に
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
臣
邦
ま
で
も
「
夏
」
の
範
曙
に
含
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
故
秦
・
臣
邦
の
い
づ
れ
に
定
住
し
て
い
よ
う
と
も
、
臣
邦
の
父
・

秦
母
の
聞
か
ら
生
れ
た
者
は

「
夏

子
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
固
に
表
す
と
前
頁
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
〈
園
2
C
〉。

こ
れ
ま
で
の
結
果
を
推
し
進
め
て
ゆ
け
ば
、
父
母
と
も
故
秦
人
で
あ
れ
ば
と
う
ぜ
ん
そ
の
聞
に
生
れ
た
者
は

「夏
子
」
と
規
定
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
「
法
律
答
問
」
で
は
そ
の
こ
と
に
閲
す
る
言
及
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
と
さ
ら
論
議
の

封
象
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
夏
子
」
と
は
身
分
上
完
全
な
秦
園
人
の
こ
と
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
。



以
上
の
「
員
」
・
「
夏
子
」
に
闘
す
る
分
析
結
果
は
、
そ
の
論
理
的
信
仰
結
と
し
て
、
秦
の
勢
力
圏
内
に
居
住
し
て
い
る
人
物
が
「
員
」
・

「夏
」

の
い
づ
れ
に
属
す
る
か
は
、

一
に
そ
の
母
親
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
分
析
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
改
め
て
臣
邦
員
戎
君
長
の
意
味
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
用
語
と
よ
く
似
て
い
る
「
員
臣
邦
君
公
」
と

の
関
係
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
南
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
は

唱

A

n

4

q

o

a

n

唱

、IP--J

、》J
I

J

、l
f
J

臣
邦
・
員
・
戎
・
君
長

の
四
要
素
に
、
後
者
は

の

必

可

A

a

ι

τ

1
1

、B
i
t
t

ノ
、

B
I
t
tノ

員
、
臣
邦
・
君
公

、I
3
1
1J

の
三
要
素
に
分
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
雨
者
の
最
大
の
相
違
は

2
2
の
要
素
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

(
印
〉

相
違
に
も
と
，
つ
い
て
、
前
者
の
臣
邦
の
君
主
は
「
君
長
」
と
稀
さ
れ
、
後
者
の
臣
邦
の
君
主
は
「
君
公
」
と
稽
さ
れ
る
と
い
う
匡
別
が
生
じ
て

そ
し
て
、
前
者
の
君
長
と
は
、
戦
園
・
秦
漢
の
史
料
の
な
か
で
は
異
民
族
の
君
主
の
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
巻

一
一
回
東
越
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い
る
と
解
さ
れ
る
。

列
俸
に
よ
る
と

聞
越
王
無
諸
及
び
越
の
東
海
王
掻
な
る
者
は
、
其
の
先
は
皆
越
王
句
践
の
後
な
り
。

し
、
業
の
地
を
以
て
間
中
郡
と
鶏
す
。

:
:
:
秦
己
に
天
下
を
弁
せ
、
皆
鹿
し
て
君
長
と
矯

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
と
く
に
秦
で
は
征
服
し
た
異
民
族
の
王
競
を
毘
し
て
君
長
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
検
討
を
も
と
に
し
て
雨
者
の
稽
慌
の
内
容
を
誇
出
し
て
み
る
と
、
前
者
は

-
「
(
秦
に
)
直
属
し
て
い
る
邦
(
園
〉
に
お
い
て
」
2

「
秦
母
に
非
ざ
る
母
親
か
ら
生
れ
た
」

3

「異
民
族
の
」

4

「
君
長
」

と
な
り
、
後
者
は

77 

-
「
ハ
秦
に
〉
直
属
し
て
い
る
邦
ハ
函
〉
に
お
い
て
」

2
「
秦
母
に
非
ざ
る
雨
親
か
ら
生
れ
た
」

4

「
〈
異
民
族
に
非
ざ
る
〉
君
公
」



78 

と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
、
前
者
の
臣
邦
と
は
ま
さ
し
く
属
邦
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
後
者
の
そ
れ
は
、

秦
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
ち

(

m
山
〉

も
宗
廟
・

祉
稜
の
保
持
を
認
め
ら
れ
た

「
附
庸
」
に
一
該
嘗
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
大
過
な
け
れ
ば
、
秦
は
「
員
」
・
「
夏
子
」
の
身
分
的
差
別
を
テ

コ
と
し
て
、

と
く
に
臣
邦
(
腐
邦
)
の
異
民
族

を
ど
の
よ
う
に
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
か
が
、
次
の
重
要
な
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ωの
「
法
律
答
問
」
に
み
え

る
外
臣
邦
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
こ
の
外
臣
邦
に
つ
い
て
稗
文
注
樟
者
は
「
秦
に
臣
服
し
て
い
る
層
圏
」
と
注
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は

臣
邦
(
属
邦
)
と
の
匿
別
が
定
か
で
な
い
。
た
だ
し
こ
の
注
樟
は
秦
漢
の
史
料
に
散
見
す
る
外
臣
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容

易
に
推
測
さ
れ
る
。

(
ね

〉

か
つ
て
栗
原
朋
信
氏
は
こ
の
外
臣
と
と
も
に
内
臣
等
の
概
念
に
も
と
さ
つ
い
て
漢
一
帝
一
園
の
秩
序
構
造
を
論
註
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
漢
は

一
帝
国
全
鐙
を
中
華
思
想
に
よ
っ
て
内

・
外
の
区
別
を
た
て
て
い
た
。
す
な
わ
ち
内
と
は
封
建
制
と
郡
勝
制
の
布
か
れ
て
い
る
地
域
で
、
そ
こ
で

そ
の
支
配
下
に
お
い
て
は
そ
の
民
族
濁
自
の
躍

・
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
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は
内
臣
と
し
て
の
官
僚

・
諸
侯
王

・
列
侯
は
も
と
よ
り
、

と
は
、

漢
と
直
接
関
係
を
も
っ
た
君
主
だ
け
が
漢
の
瞳
・
法
を
奉
じ
、

一
般
庶
人
に
至
る
ま
で
漢
の
躍

・
法
を
奉
ず
る
分
r

す
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
外

い
る
地
域
の
分
子
で
あ
り
、
こ
れ
が
外
臣
の
園
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
内
・
外
の
匿
別
は
す
で
に
周
代
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る。

で
は
そ
の
よ
う
な
漢
代
の
外
臣
の
概
念
を
も
っ
て
秦
簡
の
外
臣
邦
は
解
樟
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

古
賀
登
氏
は

ωの
「
法
律
答
間
」
に
閲
し
て
、
「
其
の
邦
徒
」
と
は
「
諸
侯
・
外
臣
邦
の
邦
君
の
黛
輿
(
一
族
・
と
も
が
ら
)
」
を
指
し
、
ま
た

「
俄
吏
」
の
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
「
偽
吏
」

と
は
「
諸
侯
・
外
臣
邦
の
官
吏
」
す
な
わ
ち
秦
側
か
ら
み
た

「
俄
吏
」

の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ、

そ
の
上
で
全
文
を
次
の
よ
う
に
詳
し
て
お
ら
れ
る
。

諸
侯
・
外
臣
邦
に
使
し
、
其
の
邦
君
の
邦
徒
・
偽
吏
が
来
な
く
と
も
、
(
奉
使
無
肢
の
)
罪
に
は
な
ら
な
い
。

う
の
か
。
・
邦
徒
ハ
そ
の
封
君
の
一
族
の
も
の
〉
・
偽
吏
'〈
相
手
図
の
官
吏
〉
と
も
、
み
な
正
規
の
使
者
で
あ
っ
て
、
邦
君
の
私
の
随
身
人
で
は

(
判

ω〉

な
い
も
の
で
あ
る
。
是
を
邦
徒
・
偽
吏
と
謂
う
。

-
何
を
邦
徒
・

偽
吏
と
調



こ
れ
に
よ
っ
て
難
解
で
あ
っ
た
本
文
も
一
意
味
が
通
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
さ
て
文
中
に
お
い
て
外
臣
邦
は
話
侯
と
併
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
外
臣
邦
は
あ
る
意
味
で
ほ
ぼ
諸
侯
と
同
レ
ヴ
占
ル
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
外
臣
邦
は
「
臣
邦
」

の
名
が
つ
く
以
上
、
あ
く

ま
で
臣
邦
の
範
噂
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
臣
邦
の
性
格
は
漢
初
の
南
越
の
場
合
と
き
わ
め
て
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一

す
な
わ
ち
南
越
と
漢
と
の
関
係
は
高
租
以
来
桁
飴
曲
折
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
文
一
帝
の
と
き
陸
買
の
遺
使
に
よ
っ
て
懐
柔
に
成
功
す
る
。
そ

の
ご
の
南
越
に
つ
い
て
『
史
記
』
巻
一
一
三
南
越
列
俸
に

迭
に
孝
景
の
時
に
至
る
ま
で
、

臣
と
稽
し
、
人
を
し
て
朝
請
せ
し
む
。
然
れ
ど
も
南
越
は
其
の
園
に
居
る
や
、
痛
か
に
故
の
続
名
の
如
く

王
と
稿
し
、
朝
命
は
諸
侯
の
如
し
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
南
越
は
稽
臣
し
て
毎
年
遣
使
朝
請
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
漢
朝
の
待
遇
は
「
諸
侯
の
如
」
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期

し
、
其
の
天
子
に
使
い
す
る
や
、

誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。

の
南
越
は
、
栗
原
氏
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
外
臣
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
秦
僚
に
み
え
る
外
臣
邦
は
漢
代
の
外
臣
の
地
域
(
闘
〉
に
比
定
し
て

〈
問
〉
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で
は
、
そ
の
外
臣
邦
と
の
比
較
に
お
い
て
臣
邦
(
属
邦
)
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
指
標
は
、
外

臣
の
君
長
自
身
に
は
秦
の
膿
・
法
が
お
よ
ぶ
の
に
た
い
し
て
、
臣
邦
〈
腐
邦
〉
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
『
後
漢
書
』
南
蟹
西
南
夷
列
停
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
文
が
み
え
る
。

め
あ
わ

秦
の
恵
王
の
巴
中
を
井
す
に
及
び
、
巴
氏
を
以
て
蟹
夷
の
君
長
と
震
し
、
世
ヒ
秦
女
を
向
せ
、
其
の
民
の
倭
を
不
更
に
比
し
、
罪
有
ら
ば

爵
を
以
て
除
か
る
る
こ
と
を
得
し
む
。
其
の
君
長
は
歳
ご
と
に
賦
三
千
一
十
六
銭
を
出
し
、
三
歳
に
一
た
び
義
賦
千
八
百
錬
を
出
す
。
其

の
民
は
戸
ご
と
に
憾
布
八
丈
二
尺
・
難
羽
三
十
銀
を
出
す
。
漢
輿
り
て
、
南
郡
太
守
新
彊
、

ハ
九
〉

す
な
わ
ち
、
戦
園
秦
の
恵
文
王
が
巴
中
を
卒
定
し
た
と
き
、
巴
氏
(
巴
王
)
を
庇
し
て
君
長
と
す
る
と
と
も
に
「
其
の
民
の
爵
を
不
更
に
比
」

(

符

〉

し
た
と
い
う
。
こ
の
「
其
民
昏
比
不
更
」
に
つ
い
て
劉
放
は
、
巴
の
民
が
届
討
を
有
し
た
は
ず
は
な
く
、
倭
の
こ
と
は
巴
氏
の
君
に
関
す
る
も
の

一
に
秦
時
の
故
事
に
依
ら
ん
こ
と
を
請
う
。

才9



き
る
か
と
い
う
と
、
不
更
に
つ
い
て
の
解
揮
に
問
題
が
あ
る
。
西
嶋
定
生

氏
は
不
更
の
原
義
を
更
卒
に
関
聯
づ
け
て
解
揮
し
て
い
る
劉
酌
や
顔
師
古

の
設
に
た
い
し
て
、
不
更
の
名
は
す
で
に
『
左
俸
』
成
公
一
三
年
の
僚
に

(

村

川

)

み
え
る
の
で
、
春
秋
時
代
に
更
卒
の
制
度
が
あ
っ
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
劉
・

顔
読
に
は
従
え
な
い
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

80 

呉

1
1
1
1
1
1
L
t
i
l
l
-
-会

ー
」
1
1
1
1
1
l
l
よ

1
1
1

1
ド

I
l
-
-

夏
子

外内(夏)外

で
あ
り
、
「
民
」
字
は
術
文
で
あ
る
と
す
る。

(
符

〉

こ
れ
に
た
い
し
て
柳
従
辰

内臣 ・臣邦 ・外臣邦の構造

は
、
秦
寄
第
四
級
の
不
更
は
「
更
卒
の
事
に
諜
ら
ざ
る
」
を
も
っ
て
命
名

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
文
は
、

新
地
し
た
巴
氏
を
懐
柔
す
る
た

め
に
そ
の
君
長
に
は

「
世
ヒ
秦
女
を
向
せ
」
、
そ
の
民
に
た
い
し
て
は

「
更

卒
に
議
ら
ず
し
て
但
と
常
賦
を
出
す
こ
と
を
得
」
し
め
た
も
の
と
解
す

る
し
か
し
劉
・
柳
読
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
構
文
の
上
か
ら
右
の
一
文
は
柳
従
辰
の
よ
う
に
、

君
長
の
場
合
と

そ
の
民
の
場
合
と
に
分
け
て
讃
む
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

し
た
が
っ
て

A
U
 。。

園4

劉
放
の
読
は
採
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
柳
従
辰
の
解
韓
を
そ
の
ま
ま
採
用
で

こ
れ
ら
の
劉
・
柳
の
二
読
は
、
要
す
る
に
巴
の
民
に
秦
爵
が
賜
輿
さ
れ
た
は
ず
は
な
い
と
い
う
前
提
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
巴
の

民
に
秦
二
十
等
爵
そ
の
も
の
が
賜
爵
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

右
の
文
は
あ
く
ま
で
「
倭
を
不
更
に
比
し
」
た
と
記
し

て
い
る
以
上
、
賜
爵
に
準
じ
た
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
傍
誼
し
て
い
る
の
は
そ
の
後
文
に
「
罪
有
ら

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ば
爵
を
以
て
除
か
る
る
こ
と
を
得
し
む
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
有
爵
者
に
は
震
の
本
質
的
機
能
と
し
て
の
刑
罰
減
免
の
特
権
が
あ

巴
の
民
に
「
罪
有
」
る
事
態
の
護
生
を
珠
想
し
て
の
こ

し
た
が
っ
て
「
其
の
民
の
爵
を
不
更
に
比
し
一
た
と
い
う
の
は
、



と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
裏
が
え
せ
ば
、
巴
の
民
に
た
い
し
て
、も
秦
法
は
お
よ
ん
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

。

度
に
つ
い
て
は
「
不
更
に
比
」
す
と
い
う
表
現
か
ら
み
て
、
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
彦
選

こ
の
南
蟹
西
南
夷
列
俸
よ
り
、
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
巴
を
征
服
し
た
戟
園
秦
は
@
巴
王
を
毘
し
て
君
長
と
し
、

@
君

長
と
そ
の
率
い
る
巴
の
民
を
秦
の
爵
制
秩
序
に
組
み
こ
み
、
一@
そ
の
民
に
至
る
ま
で
一
定
の
法
制
支
配
を
お
よ
.
ほ
し
た
。

こ
れ
を
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
臣
邦
(
属
邦
〉
の
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
@
に
つ
い
て
は
臣
邦
(
属
邦
〉
の
君
主
も
君
長
と
表
さ
れ
て

お
り
、
@
に
つ
い
て
は

ωの
「
法
律
答
間
」
に
「
臣
邦
員
戎
君
長
に
し
て
爵
上
造
以
上
に
嘗
り
、
罪
有
り
て
曜
に
嘗
る
者
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
少
な
く
と
も
君
長
に
た
い
し
て
は
そ
の
爵
級
に
謄
じ
た
購
罪
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
黙
で
共
、逼
し
て
い
る
。
ま
た
臣
邦
(
属
邦
)
の
大
部

分
は
征
服
し
た
異
民
族
の
居
住
地
帯
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
巴
人
の
故
地
に
お
い
て
も
臣
邦
ハ
腐
邦
〉
が
置
か
れ
た
と
推
定
さ

て
こ
の
こ
と
か
ら
、

し
て
み
る
と
、
右
の
南
轡
西
南
夷
列
俸
の
文
は
臣
邦
〈
属
邦
)
の
寅
態
の
一
端
を
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

(

祁

)

一
定
の
法
制
支
配
が
お
よ
ぶ
も
の
と
推
定
す
る
。

- 81ー

れ
る
。

わ
た
し
は
臣
邦
(
属
邦
〉
内
の
「
員
」
身
分
の
者
に
た
い
し
て
も
、

そ
の
意
味
で
は
、
君
長
だ
け
に
躍
・
法
の
お
よ
ぶ
外
臣
邦
よ
り
、
臣
邦
ハ
属
邦
〉
は
い
ち
だ
ん
と
秦
の
支
配
睡
制
に
組
み
い
れ
ら
れ
て
い
る

(

乃

)

と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
臣
邦
〈
属
邦
〉
は
秦
の
支
配
瞳
制
の
な
か
で
内
臣
と
外
臣
の
ち
ょ
う
ど
中
聞
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
臣
邦
(
属
邦
)
と
外
臣
邦
と
の
匡
別
は
地
理
的
要
素
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
秦
と
隣
接
じ
て
い
る
異
民
族
居
住
地
帯

は
、
秦
は
そ
こ
を
征
服
す
る
と
郡
制
を
布
い
て
い
る
け
れ
ど
も
.
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
臣
邦
ハ
属
邦
〉
を
置
き
、
そ
の
構
成
単
位
が
道
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
外
延
に
あ
る
異
民
族
の
君
主
が
使
を
遣
わ
し
て
臣
属
し
て
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
地
の
賓
質
的
支
配
は
困
難
で
あ
っ
た

か
ら
、
そ
の
君
主
に
茄
封
し
て
外
臣
と
し
、
そ
の
園
を
外
臣
邦
と
い
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
固
に
表
す
と
前
頁
の
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
(
園
4
1

s1 
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む

す

び

こ
れ
ま
で
漢
代
に
お
け
る
属
園
の
形
成
、
過
程
を
手
が
か
り
と
し
て
泰
代
の
異
民
族
支
配
の
構
造
を
後
討
し
て
き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

付

秦
は
郷
接
し
て
い
る
異
民
族
の
居
住
地
帯
を
征
服
す
る
と
、
そ
こ
に
郡
を
開
置
し
て
い
る
が
、

そ
の
内
部
に
臣
邦
ハ
属
邦
〉
が
設
置
さ

れ
、
そ
の
構
成
単
位
が
道
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

同

臣
邦
ハ
属
邦
〉
の
人
民
は
、
そ
の
君
長
は
も
と
よ
り
か
れ
ら
も
ま
た
秦
の
霞
制
秩
序
に
組
み
い
れ
ら
れ
、

一
定
の
法
制
的
支
配
を
う
け

た
と
思
わ
れ
る
。

日

こ
の
臣
邦
(
属
邦
〉
の
人
民
が
「
秦
化
」
し
て
ゆ
く
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
員
」
・
「
夏
子
」
の
差
別
に
も

- 82ー

と
づ
く
身
分
制
の
原
理
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
が
「
夏
子
」
(
身
分
上
完
全
な
秦
園
人
)
と
な
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も

(
加
〉

秦
母
(
夏
子
身
分
の
母
親
〉
よ
り
生
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
臣
邦
ハ
属
邦
)
の
異
民
族
の
「
秦
化
」
を
促
進
し
た
と
思
わ
れ
る
。

同

秦
は
征
服
地
の
人
民
を
「
員
」
〈
客
身
分
〉
と
規
定
し
、

以
上
の
結
論
か
ら
、

さ
ら
に
次
の
こ
と
が
今
後
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
前
引
の
南
鐙
西
南
夷
列
俸
に
お
い
て
、

巴
を
征
服
し
た
恵
文
王
は
そ
の
君
長
に
公
主
を
降
嫁
し
て
優
待
し
た
と
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
の
分
析
結
果
に
よ
れ
ば
こ
の
公
主
の
降
嫁
に
よ
っ
て
巴
は
そ
の
支
配
層
の
中
植
か
ら
代
々
「
夏
子
」
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
解

さ
れ
、
こ
こ
に
公
主
降
嫁
の
も
つ
新
し
い
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
れ
と
は
正
反
射
に
、
例
え
ば
昭
嚢
王
や
始
皇
帝一
の
母
の
よ
う
に
他
園
出
身
者
の
母
と
秦
父
の
聞
に
生
れ
た
者
の
身
分
は
ど
う
な
る

(

剖

)

の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
秦
王
と
「
官
邦
母
」
か
ら
生
れ
た
昭
嚢
王
ら
は
「
夏
子
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も、

「
法

律
答
問
」
に
は
そ
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

一
般
秦
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う



台、

さ
い
ど
に
、
園

4
に
概
念
化
し
た
よ
う
に
、
秦
の
征
服
地
で
あ
る
臣
邦
は
属
邦
と
附
庸
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の
地
の
人
民
は
と
も
に

「
員
」

身

分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
華
夷
の
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
秦
の
附
庸
と
し
て
は
、

二
世
皇
一
一
帝
の
元
年
ま
で
存
繍
し

た
衛
が
典
型
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
秦
と
の
支
配
閥
係
は
、
他
の
中
原
諸
園
の
征
服
過
程
に
お
い
て
も
存
在
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と

(

回

〉

た
だ
し
、
こ
の
六
園
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
飯
島
和
俊
民
が
研
究
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
成
果
に
ま
ち

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
い
と
思
う
。
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註(
1
〉
工
藤
元
男
「
秦
の
内
史
|
|
主
と
し
て
睡
虎
地
秦
墓
竹
衡
に
よ
る

|
|
」
ハ
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
O
編
第
三
鋭
、
一
九
八
一
年
〉
。

〈
2
)
工
藤
元
男
「
戦
園
秦
の
都
官

|
1
主
と
し
て
隠
虎
地
秦
墓
竹
衡
に
よ

る
|
|
」
〈
『
東
方
摩
』
第
六
三
輯
、
一
九
八
二
年
〉
。

(
l
d

〉
『
左
俸
』
文
公
三
年
、
『
史
記
』
各
四
秦
本
紀
・
鯵
公
三
七
年
の
各
僚
。

(
4〉
以
下
に
引
用
す
る
秦
簡
の
テ
キ
ス
ト
を
便
宜
上
次
の
よ
う
に
仮
稀
す

る
。
卯
七
七
年
版
〈
随
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
隠
虎
地
秦
墓
竹
筒
』

線
袈
七
加
、
第
一
・
二
茄
園
版
、
第
三

1
七
加
樟
文
・
注
棒
、
一
九
七
七

年
九
月
三
伺
七
八
年
版
(
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
陸
虎
地
秦
墓

竹
筒
』
洋
卒
袋
、
三
一
一
一
一
貝
、
韓
文
・
注
棒
・
誇
、
一
九
七
八
年
一
一

月
)
。
村
八
一
年
版
〈
《
雲
夢
緩
虎
地
泰
纂
》
編
潟
組

『雲
夢
睡
虎
地
秦

墓
』
洋
精
装
、
一

i
一
四
六
頁
渡
掘
報
告
等
、
園
版
一

l
四
九
器
物
の
寓

員
、
閏
版
五

o
i
一
六
人
稗
文
附
き
、
一
九
八
一
年
九
月
)
。
い
づ
れ
も

文
物
出
版
社
の
護
行
で
あ
る
。
以
下
、
文
中
で
穆
文
・
注
樟
・
誇
に
言
及

す
る
場
合
高
と
く
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
伺
の
七
八
年
版
を
示
し
て
い

る。

(

5

)

七
七
年
版

「
秦
律
十
人
種
」

(二

O
二
)
、
七
八
年
版

一一

o
l
一一

一
頁
、
八
一

年
版
つ
ヱ
ハ
八
)
。
(
)
内
は
各
文
書
番
続
。
古
賀
登
『
漢

長
安
城
と
肝
陪
・
豚
郷
亭
皇
制
度
』
(
雄
山
閣
、
一
九
八

O
年
)
四
八
九

頁
。

(
6
〉
李
仲
操
「
八
年
呂
不
掌
文
考
」
〈
『
文
物
』

一
九
七
九
年
第
二
一期)。

(

7

)

王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
所
引
の
王
念
孫
は
、
皇
太
后
の
=
z
?
を
後
人

の
意
を
も
っ
て
加
え
た
も
の
と
し
て
い
る
。

(
8
)

孫
星
術
輯
本
『
漢
官
六
種
』
(
卒
津
館
叢
書
、
四
部
備
要
所
牧
)。

(
9〉
「
一
ニ
漫
始
孝
武
皇
帝
所
閥
、
豚
戸
数
百
而
或
篤
令
」
と
あ
る
。

ハ
ω
)
『
水
経
注
』
袋
三
六
沫
水
係
。

(日
)
『
逼
典
』
巻
=
一
三
職
官
一
五
豚
令
係
。

(
ロ
)
『
太
卒
嚢
字
記
』
巻
七
回
・
剣
南
西
道
三
・
嘉
州
・
龍
遊
豚
係
。

(
m
M
〉
『
通
鑑
』
品
位
六
秦
紀
一
・
始
皇
帝
三
年
僚
の
注
。

(
HH
)

『
繍
漢
垂
直
百
官
士
山
五
・
豚
郷
保
。

(
路
〉
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
』
上
編
巻
上
、
秦
漢
地
方
行
政
制
度
(
蓋
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北
、
一
九
六
一
年
、
七
頁
〉。

(
日
〉
「
秦
の
『
道
』
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
古
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六

O
年
、
所
牧
〉
。

(
げ
)
育
衣
道

(
『
後
漢
書
』
各
五
安
帯
紀
、
同
巻
八
六
南
俊
西
南
夷
列
俸
)
、

勝
岡
山
道
〈
郡
園
志
、
『
水
経
注
』
各
三
六
〉
、
施
牛
道
(
『
水
経
注
』
巻
一
一一

六
〉
、
波
江
道
(
郡
園
志
、
『
水
経
注
』
巻
三
六
〉
、
武
都
道
〈
『
漢
書
』
各

三
高
后
紀
、
郡
園
志
)。

(凶
日
)

七
七
年
版
「
南
郡
守
騰
文
書
」
(
一
〉
、
七
八
年
版
一
五
頁
、
八
一
年

版

(
O五
四
三

(ω〉
「秦
H

道
H

考
」
(
『
文
史
』
第
九
瞬
、
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
八

O

年〉。

(
却
〉
同
氏
謬
『
漢
書
』
中
巻
、
列
停
I
、
五
O
四
頁
の
注
(

6

)

(

筑
摩
書

房
、
一
九
七
八
年
〉
。

(
幻
〉
百
官
表
は
前
引
の
如
く
こ
の
年
を
元
狩
三
年
と
し
て
い
る
が
『
漢
書

補
注
』
所
引
の
周
蒔
畠
は
こ
れ
を
二
年
の
剖
絞
り
と
し
、
後
で
引
く
『
漢

書
』
巻
六
武
帝
紀
で
は
元
狩
二
年
と
記
さ
れ
、
萄
悦

『前
漢
紀
』

・
『通

鑑
』
も
二
年
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
施
之
勉
氏
は
三
年
設
を
主
張
し

て
お
ら
れ
る
(
「
元
狩
三
年
置
腐
園
都
尉
」
『
大
陸
雑
誌
』
一
一
一
|
三
、
同

氏
著
『
漢
書
補
注
燐
詮
』
新

E
研
究
所
、
九
龍
、
一
九
六

一
年
、
八
八

頁
)
。
後
考
に
待
ち
た
い
。

(

n

)

『
漢
書
』
巻
五
四
李
庚
府
開
。

(
却
)

『漢
書
』
巻
七
昭
一帝紀
、
同
巻
入
宣
一
帝一
紀
、
同
巻
五
四
蘇
武
停
、
同

巻
六
人
種
光
惇
。

(
M
)

『漢
書
』
巻
一

入
外
戚
恩
調
停
侯
表
。
但
し
原
文
に
陽
姓
に
作
る
の
は

譲
り
で
あ
る
ハ
『
漢
書
補
注
』
所
引
『
官
本
考
謹
』
及
び
中
華
書
局
版
標

勲
本
『
漢
書
』
三
、
表
つ
己
、
七
二

O
頁
の
校
勘
記
参
照
〉
。

(
お
)
『
漢
書
』
巻
七
O
常
恵
停
、
問
答
七
九
務
奉
世
俸
。

(
お
)
『
漢
書
』
鴻
奉
世
博
。

(
幻
)
『
漢
書
補
注
』
所
引
の
斉
召
南
の
あ
げ
る
『
通
奥
』。

(
お
)
『
西
漢
禽
要
』倉一一一一

職
官
一
典
麗
園
保
。

(
m
m
)

『
通
鑑
』
巻

一
九
漢
紀
一
一
武
帝
元
狩
二
年
僚
の
胡
注
及
び
胡
三
省

所
引
の
『
史
記
正
義
』
。

(ω)
『漢
書
補
注
』
所
引
。

(幻
)
「
前
漢
の
投
降
胡
騎
に
就
い
て
」

(『蒙
古
』
五
月
続
、
一
九
三
九
年
)
。

(
m
M
)

『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』

(日
本
皐
術
振
興
品
目
、

一
九
六
二
年
)
の

第
七
章
、
腐
園
都
尉
。

(
お
)
久
村
因
「
史
記
西
南
夷
列
停
築
解
稿
(
一
〉
」
〈名
古
屋
大
島
一致
養
部

『紀
要
』
第

一
回
線
、
一
九
七

O
年
〉。

(
鈍
)

池
内
宏
「
幾
浪
郡
考
」
(
同
氏
著
『
満
鮮
史
研
究
』
上
世
編
、
ま
さ

き
禽
組
閣
社
、
一
九
五
一

年
、
所
牧
〉。

(
お
〉
前
掲
書
、

二
ハ
七

l
一
七

一頁。

(
お
〉
地
理
志
に
よ
る
と
、
前
漢
時
代
に
開
置
さ
れ
た
溢
郡
は
、
高
組
の
と

き
の
定
裂

・
庚
漢
、
武
帝
の
と
き
の
鍵
震

・
朔
方
・
西
河
・
安
定
・
天
水
・

越
働
・
武
都
・
祥
桐
・
日
南
・
九
員

・
交
祉
・
合
浦
・
穆
林
・

蒼
梧

・
南

海
・

金
州
・
祭
浪

・
玄
菟

・
張
扱

・
酒
泉

・
武
威

・
敦
煙
、
昭
三帝
の
と
き

の
金
城
、
合
計
二
五
郡
で
あ
る
。

(
幻
)
前
掲
書
、
三

一
入
l
一
三
九
頁
。
ま
た
市
川
任
三
「
前
漢
漫
郡
都
尉

考
」

(
立
正
大
風
半
数
養
部

『紀
要
』
第
二
鋭
、
一
九
六
八
年
〉
を
参
照
.

(
お
〉
久
村
氏
の
讃
み
方
に
従
う
〈
同
氏
「
史
記
西
南
夷
列
市
博
集
解
稿
臼
」

名
古
屋
大
息
数
養
部
『
紀
要
』
第
一
六
樹
、
一
九
七
二
年
v
。
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(

m

却
)
そ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
引
用
し
た
こ
つ
の
西
南
夷
列
俸

の
聞
に
「
嘗
是
時
九
巴
・
萄
四
郡
、
通
商
南
夷
道
、
成
鶴
相
続
、
数
歳
道

不
通
、
土
罷
餓
離
課
、
死
者
甚
衆
、
西
南
夷
又
数
反
、
設
兵
輿
撃
、
耗
費

無
功
]
:
:
:
是
時
方
築
朔
方
、
以
援
河
逐
胡
」
と
い
う
文
が
み
え
る
。

(
幼
)
久
村
氏
の
讃
み
方
に
従
う
(
註
(
叩
ぬ
)
に
同
じ
〉
。

(
H
U
)

註
(
叩
叫
)
に
同
じ
。

(
必
)
前
掲
書
、
=
二
一
一
頁
。

(
必
〉
こ
の
年
代
の
比
定
に
関
し
て
は
久
村
「
史
認
西
南
夷
列
停
集
解
稿

伺
」
〈
名
古
屋
大
摩
数
義
部
『
紀
要
』
第
一
八
輯
、
一
九
七
四
年
〉
参
照
。

(
H
H
)

前
掲
書
、
一
一
一
一
一
一
一
貝
。

(
必
)
こ
の
聞
の
属
園
都
尉
の
統
属
関
係
に
つ
い
て
、
鎌
田
氏
(
前
掲
書
、

三
三
三
頁
)
及
び
呂
田
い
W
H
A
m肖
何
回

Z
・
国
・
は
、

!河
卒
元
年
ま
で
は
典

麗
園
に
従
属
し
、
そ
れ
以
降
は
典
麗
園
の
職
掌
を
併
合
し
た
大
鴻
櫨
に
従

属
し
た
で
あ
ろ
う
と
搭
定
し
て
お
ら
れ
(
叫

3
E
E
z
g
n
z
q
《
同
S

R
苦
主
。
同
ヨ
ゲ
ユ
品
問
。

c
z
a円
白
島
司
句
円
。
田
町
回
申
∞
0

・
-
U
司

-
A
8
2・
5
3
、

こ
丸
に
封
し
て
巌
耕
按
一
民
は
、
河
卒
元
年
以
降
は
郡
守
に
従
属
し
た
と
疑

っ
て
お
ら
れ
る
(
前
掲
書
、
一
五
人
頁
〉
。
ま
た
市
川
氏
は
本
来
山
富
一該
郡

の
太
守
の
隷
下
に
あ
り
、
典
属
園
と
は
名
儀
的
な
関
係
し
か
な
か
っ
た
と

さ
れ
る
(
前
掲
論
文
V

M
'

〈
必
)
百
官
表
に
『
復
増
属
図
い」
と
あ
る
の
ば
班
昭
自
身
の
大
勢
か
ら
の
解

穫
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
市
川
氏
も
武
一帝一
以
下
の
一
一
一
字
を
「
無
理
に
括

入
し
た
よ
う
に
受
取
れ
る
」
ー
と
さ
れ
る
(
前
掲
論
文
〉
。

(
円
む
前
掲
論
文
。

(
必
〉
地
理
志
に
よ
る
と
、
安
定
属
園
は
三
水
、
天
水
属
園
は
勇
士
〔
満
一滴
〕、

上
郡
属
園
は
魯
慈
、
西
河
属
図
は
美
稜
、
五
原
属
図
は
蒲
掴
障
に
治
す
。

〈
品
目
〉
前
掲
書
、
二
ハ
四

t
一
六
五
頁
。

ー

(
印
)
『
後
漢
書
語
金
集
成
中
』
(
京
都
大
皐
人
文
科
畢
研
究
所
、

一
九
六
一

rs

、

年〉。

(
日
〉
郡
園
志
五
萄
郡
属
園
練
。

(
臼
〉
『
水
経
注
』
巻
三
六
表
衣
氷
係
。

(
臼
〉
久
村
、
前
掲
論
文
ハ
註
(
お
)
〉
。

(
臼
)
註
〈
げ
〉
・を
参
照
さ
れ
た
い
。
箆
牛
に
、
一
ニ
園
時
代
に
お
い
て
も
そ
の

よ
う
な
異
民
族
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
「
民
夷
轡
慕
、
扶
較
泣描卵
、
過

詫
牛
夷
、
邑
君
械
負
来
迎
、
及
追
尋
至
萄
郡
界
、
其
督
相
率
障
山
疑
朝
貢
者

百
除
人
」
内と
あ
る
如
く
で
あ
る
(
『
三
園
志
』
萄
書
一
一
-
一
一
張
疑
停
)
。

(
問

ω
〉
胃
後
漢
書
』
巻
七
桓
一
帝
紀
の
同
年
僚
に
「
萄
郡
属
園
夷
叛
」
と
み
え

る

。

一

(
弱
)
萄
郡
属
園
の
名
が
最
後
に
み
え
る
の
は
『
後
漢
書
』
港
人
二
方
術
停

'
部

下
及
び
『
三
園
士
山
』
萄
書
一
劉
二
牧
俸
の
袈
注
所
引
の
陳
蕎

『
盆
郵
送
田奮

一

停
』
の
董
扶
に
つ
い
て
で
あ
り
、
彼
が
萄
郡
属
園
都
尉
を
僻
し
て
ま
も
な

く
漢
嘉
郡
が
置
か
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
腐
豚
を
『
E

日
書
斜
注
』
巻
一
四
地

、B
ノ

v

一理
志
下
西
海
郡
僚
に
徴
し
て
み
る
と
、

漢
嘉

・
徒
陽
・
厳
選
・

箆
牛
で
あ

る
ら
し
い
。

(
貯
)
『
亙
日
書
斜
注
』
地
理
志
初
西
海
郡
保
。

〆
『、
、

(
同
州
〉
同
右
、
陰
卒
郡
係
。

(開〉
i

同
右
、

朱
提
郡
係
。

(
印
)
七
七
年
版
「
法
律
答
問
」
(
一
一
=
一l
一
一
四
ν
、
七
四
年
版
ニ
O
O

-一
貝
、
八
一
年
版
〈
四
八
三
l
四
八
四
)、
古
賀
前
掲
書
三
六
七
・
四
九

O

頁。

(

臼

)

七
七
年
版
「
法
律
答
問
」

(
一
七
六
)、

七
八
年
版
二
二
六
l
二
二
七
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頁
、
八
一
年
版
ハ
五
四
六
)
、
古
賀
前
掲
書
四
三
ニ
頁
。
【

に
よ
っ
て
補
っ
た
。

(
臼
)
七
七
年
版

「法
律
答
問
」
(
一
七
七
l
一
七
八
)
、
七
八
年
版
二
二
七

頁
、
八
一
年
版
〈
五
四
七
i
五
四
人
)、
古
賀
前
掲
書
四
八
八
頁
。

(
明
〉
七
七
年
版

「法
律
答
問
」
(
一
八

O
〉、
七
八
年
版
ニ
二
九
頁
、
八
一

年
版
〈
五
五

O
)、
古
賀
前
掲
書
三
四

0
・
四
八
九

1
四
九
一
頁
。

(
臼
)

七
七
年
版
「
法
律
答
問
」
〈
七
二
)
、
七
八
年
版
一
八
二
頁
、
八
一
年

版
(
四
四
二
%
古
賀
前
掲
書
三
七
二
頁
。

(
白
山
)
官
邦
は
こ
の
他
の

「
法
律
答
問
」

(
七
七
年
版
二
O
四
、
七
八
年
版

二
四

O
頁
、
八
一
年
版
五
七
四
)
に
も
「
可
(
何
)
謂
H

医
面
H
o

n

医

面
H

者
、
緒
(
藷
〉
秦
人
使
、
官
邦
耐
吏

・
行
協
岨
奥
借
者
、
命
客
吏
日

H

医
ヘ
行
鐘
日
H

面
H

」
と
み
え
、
緯
文
注
調
停
者
は
こ
の
官
邦
を
や
は
り

「
他
圏
」
と
誇
し
て
い
る
。

(
何
〉
「
秦
王
朝
関
子
少
数
民
族
的
法
律
及
其
歴
史
作
用
」
〈
中
華
書
局
編
集

部
編
『
雲
夢
秦
館
研
究
』
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
八
一
年
、
所
牧
〉。

(
m
む
こ
の
「
民
」
の
法
制
的
観
念
は
、
そ
の
い
か
な
る
語
源
か
ら
波
生
す

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
『
荘
子
』
外
篇
秋
水
に
「
謹
守
而
勿
失
、
是
謂

反
其
貝
」
と
あ
り
、
そ
の
郭
象
の
注
に
「
員
在
性
分
之
内
」
と
あ
る
の
は

注
意
一
を
要
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
う
ま
れ
」
↓
「
う
ま
れ
っ
き
」
↓

「
天
性
」
と
い
う
意
味
努
化
を
想
定
で
き
る
、
従
っ
て
員
は
「
生
ま
れ
」

と
い
う
語
義
に
源
を
裂
す
る
も
の
か
。

(
伺
〉
『
公
羊
俸
』
成
公
一
五
年
後
に
「
内
其
圏
而
外
諸
夏
、
内
諸
夏
而
外

夷
秋
」
と
あ
る
。
子
豪
亮
前
掲
論
文
参
照
。

(
印
〉
『
尚
書
』
一
商
一
書
・
説
命
中
に
「
樹
后
王
君
公
」
と
あ
り
、
『
墨
子
』
轡

、‘，，

，

，

‘

、

三
衡
問
仲
に
「
乃
作
后
王
君
公
」
と
あ
る
よ
う
に
、
君
公
と
は
諸
侯
の
意

】
は
古
賀
氏

で
あ
る
。

(
刊
)
註
(
印
)
の
君
公
の
意
味
も
こ
れ
を
傍
置
す
る
。

ハ
九
)
『
秦
漢
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

O
年
〉、
「
漠
帝
園
と
周

港
諸
民
族
」
(
同
氏
著
『
上
代
日
本
封
外
関
係
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
、
所
牧〉。

(

η

)

前
掲
書
、
註
(
臼
〉
を
参
照
さ
れ
た
し
。

(
河
)
前
掲
『
秦
漢
史
の
研
究
』
二
四
三
l
二
四
人
頁
。

(
叫
)
『
肇
陽
園
志
』
悠
一
巴
郡
に
「
及
七
図
稀
王
巴
亦
稽
王
」
と
あ
る
。

(
河
〉
王
先
謙
『
後
漢
書
集
解
』
所
引
。

(
符
)
同
右
書
袋
入
六
校
補
所
引
。

(

η

)

『
中
園
古
代
一
帝
園
の
形
成
と
構
造
|
|
一
一十
等
倭
制
の
研
究
|
|
』

(
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一

九
六
一
年
、
七
四
頁
〉
。

(
m
m
〉
古
賀
氏
も

「
こ
れ
ら
の
臣
邦
は
い
う
ま
で
も
な
く
秦
麗
で
あ
り
、
君

長
以
下
奏
法
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
た
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
〈
前
掲
書
四

九
O
頁
〉。

ハ叩
)
以
前
、
私
は
こ
の
よ
う
な
匡
邦
を
内
客
匡
と
考
え
て
い
た
が
、
今
は

保
留
す
る
。

(
加
〉
開
瀬
枚
芳
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
被
葬
者
の
出
自
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋

史
研
究
』
第
四
一
巻
第
二
鋭
、
一
九
八
二
年
〉
。

(
引
む
昭
褒
王
の
母
は
楚
人
で
姓
は
磐
氏
(
秦
本
紀
〉
、
始
皇
帝
の
母
は
趨

の
豪
家
の
女
で
あ
る
ハ
『
史
記
』
巻
八
五
呂
不
意
列
停
)
。

〈
但
〉
附
記
に
示
し
た
シ
シ
ャ
l
y
に
お
け
る
氏
の
研
究
設
表
(
吋

ZMVD-戸'

nv『
口
問
。
r・F回
向
。
円
ロ
O
ロ，。
r・F
ロ
H
U

目。司]叩-ロ円
7
0

問
問
。
。
向
。
r田ロ
r巨
O〉

に
も
と
づ
く
。

〔
鮒
記
〕
小
論
は
一
九
八
三
年
九
月
三
日
、
東
京
の
側
堂
舎
館
で
行
わ
れ
た
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第
三
一
回
園
際
ア
ジ
ア
・
北
ア
フ
リ
カ
人
文
科
皐
曾
議
の
セ
ミ
ナ
ー
A
3

「
甲
骨
・
金
支
な
ら
び
に
筒
膿
研
究
」
で
褒
表
し
た

Q
ロ
の

S
R
E
g
a

d
q
丘
二
宮
戸
釦
唱
え

p
o
U
8
8
r三

ωEO同
調
山判明帯

。
ロ
曲
切
回
目
ゲ
0
0

昨

O
B
F
O
の
r・
z
z
吋

O
Bゲ
宮

ω
r己
目
。
「
己
t
Z

爾
は
問
答
粉
桝
本
晴
掴
〉
を

も
と
に
加
筆
補
正
し
た
も

τ

の
で
あ
る
。
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a ｃｈａ】racterof　financial organizations managed by bureaucracy｡

　　

Then the organization ｏ１μ became the ｏ伍ce where the palacial life

of the ruler was administered, as much as it furnished the place where

ritual bronze vessels were cast. Moreover it had some function in the

process of tａχcollection. The organization of 友μwas not only the ｏ伍cial

arsenal, but as ａ workshop for arms became the basic unit for military

production on grand scale｡

　　

Most of these fu and ku were found in the military cities in the states

of Han 韓, Wei魏, Zhao趙, and Qin 秦. This underlines the fact that

in the Warring States period cities were military centers, equipped with

all the commodities, arms, and provisions necessary to endure a long-

term siege. Moreover, the institutions ofルand ku of Warring States

period can be appreciated as forerunners of the imperial finance and state

finance of Han period.

　　

THE VASSAL STATE REGULATIONS AS SEEN IN THE

　　

BAMBOO SLIPS OF THE QIN TOMB IN SHUIHUDI 睡虎地

　　　　　　　　　　　　　　　　

Kudo Motoo

　　

In the Warring States period, the State of Qin had to integrate ａ

great many other tribes in the process of unification of the country. How

was this accomplished ？ For the first time, this question can now be exa-

mined in the light of newly unearthed bamboo slips in the Qin tomb at

Shuihudi睡虎地. The conclusion of my ｅχamination are as follows :

　　

The ruling system of the Qin was organized in three levels : around

ａ kernel area of inner ministers there were the territories of the vassals,

around which the territories of the outer retainers were established. The

area of the inner ministers ゛ａｓthe dominion of the Qin themselves, here.

whether ruled according to the administrative or feudal system, all the

people were deeply involved with the rites and laws of Qin. The terri-

tories of the vassals were　either those of other tribes who had sworn

allegiance to the Qin or those　of different states, also allies, but with

the permission to keep up their own ancestral shrines. ０ｎ this level

generally the ruler would be a scrupulous follower of Qin rites and laws。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



and accordingly would pass these on to his people. On the other hand,

the rites and laws of Qin were usually limited to the person of the ruler

in the territoriesof the outer retainers｡

　　

The acceptance of Qin regulations by other tribes among the vassals

was greatly enhanced by ａ twofold status system : there was the status

of zhen M. i-e., guest, on the one hand, and the status oiｘiaｚi夏子，

native Qin man, on the other. All vassals,―alliedstates, and retainers

―were defined ａｓzhen. In order to become ａ xiazi, native Qin man,

one had to be born by ａ native Qin mother. This regulation helped to

accelerate the process of integration of other tribes into the Qin state.

THE FAMILY ORGANIZATION AND ECONOMICAL

　　　　　

CHANGES IN THE HAN PERIOD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Inaba Ichiro

　　

As regards the family organization in the Han period, there are two

basic viewpoints of seeing it as ａ small family composed of liiieralrela-

tives versus seeing it as ａ compleχ, large family composed of collateral

relatives. However, this polarization has arisen from ａ view of the

Han period family structure as very static and infleχible.

　　

Actually ａ great change took place in the family organization around

the time of Emperor Wu of Han 漢武帚. Before his time ａsmall family was

dominant, later, however, a compleχ, large family was typical. This

change, on one hand, was related to the prospering and decline of the

monetary economy in this era, on the other hand. had something to do

with a shift from Legalist regime to Confucian regime. When the mone-

tary economy flourished, divergent trends towards smaller families could

be observed. With the decline of the monetary economy ａ rationalization

of life became necessary and ａ jointliving situation was sought after.

　　

From the latter half of the Western Han to the Eastern Han dyna-

sty, there was moreover an increased impact of Confucian morality which

was aimed at ａ compleχ family organization. where people lived together.

Thus this type of family structure was then preferred by ａ wide range

of social strata, who joined theirlives and their property. Seen from ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


